
　高齢化社会において、買い物や日常生活を営むうえで、必要かつ欠かす
ことができないのが「移動」の円滑化です。区は、「世田谷区ユニバーサ
ルデザイン推進条例」を制定し、バリアフリーな社会を実現する政策を続
けてきました。
　そして、先の東京2020大会においては、区のこうした取組みが高く評価
され、「先導的共生社会ホストタウン」に認定されました。区ではこれを機に、
ユニバーサルデザインのまちづくりをさらに進め、誰もが住みやすい、地域
共生社会の実現への取組みの一翼とするため、現在「移動等円滑化促進
方針」の策定に向け取り組んでいるところです。
　方針の策定にあたっては、専門家、障害者や高齢者
等各団体、事業者等からなる協議会の設置、また、障
害当事者等が参加するまち歩きワークショップの実施に
よりご意見をいただき、素案をまとめました。共に支え
あいながら誰もが移動しやすい環境や社会を築くこと
は、区がめざすまちづくりの根幹であり、区では、皆さ
んにこの方針（素案）をご覧いただき、広くご意見をい
ただきながらまとめていきます。よろしくお願いします。問 都市デザイン課 ☎6432-7151 FAX 6432-7996

発行／世田谷区　編集／広報広聴課 
〒154-8504　世田谷区世田谷4-21-27
区役所 ☎5432-1111（代）FAX 5432-3001（広報広聴課）

▶https://www.city.setagaya.lg.jp/ 
区のホームページ(パソコン・携帯電話共通)
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　区は元年10月、先導的かつ先進的な「ユニバーサルデ
ザインのまちづくり」と「心のバリアフリー」に取り組む
自治体として、国により「先導的共生社会ホストタウン」
に認定されました。
　これを受け、ユニバーサルデザインのまちづくりをさ
らに進めるとともに、施設間の移動を円滑に行えるよう、
バリアフリー法（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の
促進に関する法律）に基づく「世田谷区移動等円滑化促進
方針」を策定します。
　この方針は、区全域の移動に関するバリアフリーの方
針を示すとともに、モデルとして定める促進地区でのバ
リアフリー化の成果を区全域へ広めていくことで、地域
共生社会のより一層の実現をめざすものです。
　皆さんのご意見・ご提案をいただき、方針策定に向け
た検討を進めます。 世田谷区長
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▶災害・防犯情報メール配信サービス
   https://setagaya-city.site.ktaiwork.jp/
▶公式ツイッター @setagaya_kiki
▶FM ラジオ 83.4 （エフエム世田谷のホームページからも聴取できます）

災
害
情
報

区のおしらせS E T A G A Y A

世田谷区移動等円滑化促進方針(素案)特集号

区民意見提出手続
（パブリックコメント）
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区民意見提出手続（パブリックコメント）とは
　区が重要な条例・計画等をつくる際に、素案等の段階で公表
し、区民の皆さんからご意見・ご提案をいただき、施策に反映
させる制度です。

　いただいたご意見等は、方針の策定に向けて活用します。ご意見等の
内容を集約し、区の考え方とともに3月頃に公表する予定です（住所・氏
名は公表しません）。

ご意見・ご提案をお寄せください

閲覧場所 方針（素案）の全文は、区のホームページ（後記二次元コード）、都市デ
ザイン課、区政情報センター、総合支所区政情報コーナー、総合支所
くみん窓口・出張所・まちづくりセンター、図書館でご覧になれます。

提出方法 ●区のホームページ（後記二次元コード）から
●①ご意見・ご提案　②住所または勤務先・通学先の所在地・名称
③氏名　④法人・団体の場合は名称・代表者名・所在地を明記した
ハガキ・書面をファクシミリ、郵送または持参で都市デ
ザイン課（☎︎6432-7151 FAX6432-7996）へ
※点字表記・音声媒体・手話を録画した動画による提
出可。

対象者 次のいずれかに該当する方
①区内在住・在勤・在学者　②区内に事務所や事業所を有する個人・法
人・団体　③その他本方針（素案）に利害関係を有する個人・法人・団体

提出期限 12月26日（必着）

スケジュール
（予定）

12月 素案の公表・意見募集（12月26日まで）
5年3月 素案に対する意見及び案の公表
5年度中 方針策定

誰もが暮らしやすいまちづくりに向けて誰もが暮らしやすいまちづくりに向けて
施設利用と移動に関するバリアフリー化の促進をめざします施設利用と移動に関するバリアフリー化の促進をめざします

世田谷区移動等円滑化促進方針(素案)に世田谷区移動等円滑化促進方針(素案)に
ご意見・ご提案をお寄せくださいご意見・ご提案をお寄せください

No.1866
12/5
令和４年(2022年)

【ご注意ください】
本号のホームページ版ではこの
部分を切り取ってハガキとして
郵送利用することはできません。
ご了承ください。



●ご意見・ご提案は、区のホームページ  区政情報  ▶  区政への参加  ▶  パブリックコメント・区民意見募集  からもご提出いただけます。
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「世田谷区移動等円滑化促進方針（素案）」
についてご意見・ご提案をご記入ください。

住所／世田谷区　　　　　　　　丁目　　番　　号
氏名／
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【ご注意ください】
本号のホームページ版ではこの
部分を切り取ってハガキとして
郵送利用することはできません。
ご了承ください。

❶施設のバリアフリーの促進❶施設のバリアフリーの促進

❸心のバリアフリーの促進❸心のバリアフリーの促進

❷情報のバリアフリーの促進❷情報のバリアフリーの促進

❹商店街のバリアフリーの促進❹商店街のバリアフリーの促進

　駅を中心とした地区や、高齢者、障害者等が利用する施設が集まった地区において、各施設間の移動が円滑にな
るような取組みの方針を区市町村が示すものです。

　区役所周辺、梅ヶ丘駅〜豪徳寺駅・山下駅周辺を含
む東西約1.7km、南北約2.3kmのエリアです。
　このエリアをモデルとし、さらなるバリアフリー化
を進め、区全域への普及啓発を進めます。

　公共交通機関、道路、公園、建築物、交通安全施設、駐車場
等に関する整備基準等に基づく質の高いバリアフリー整備を行うと
ともに、各施設管理者と連携・協力し、移動の連続性も配慮した
うえで、施設のバリアフリーを促進します。

　「不便さ」「不自由さ」は機械や設備だけで解決できるもので
はなく、一人ひとりが高齢者や障害者の気持ちを考え、配慮す
ることが必要です。行政、各施設管理者、区民が連携・協力し、
心のバリアフリーを促進します。

　施設利用者の事前情報収集の円滑化、現地での情報提供、
催し物や会議での情報保障の充実など、情報のバリアフリー
を促進します。

　促進地区内に位置する梅ヶ丘駅〜豪徳寺駅・山下駅周辺及び
区役所周辺の商店街で実施されてきた取組みを、ハード・ソフ
トの一体的なバリアフリー事例としてさらに磨きをかけ、区全
域に展開することにより、商店街におけるバリアフリーを促進
します。

促進方針とは

促進地区

移動に関する４つの方針
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